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ガソリン小売価格の税金

〔会社の税務 よろず相談室�〕

�　ガソリンの販売価格と揮発油税等関連諸税の
関係を教えてください。
�　現在、ガソリンの販売価格は次のようなしく
みになっています（沖縄県を除く）。

　（ガソリン本体価格＋揮発油税等53.8円＋

　　石油石炭税2.54円）×消費税

　平成27年９月の全国平均レギュラーガソリン価
格135円／�（資源エネルギー庁資料より）を例に
とると、ガソリン本体価格69円に諸税と消費税が
かかっている設定になっていることが分かります。
　このうち大きな割合を占める揮発油税について
は、下記のとおり本則税率と暫定税率とがあり、
現在は暫定税率が適用されています。

　　　　揮発油税　　地方揮発油税　　合計
本則税率　24.3円　　　　　4.4円　　28.7円
暫定税率　48.6円　　　　　5.2円　　53.8円

　揮発油税は、ガソリンなど揮発油の製造者又は
揮発油を保税地域から引き取る者に対し、その製
造場から移出した又はその引き取る揮発油につい
て課される税です。揮発油は、輸入原油から精製
されるものが生産量の100％近くを占めています。
　また、都道府県及び市町村に対し、一般財源
（�財源＝税収入に対して使途制限のないもの）
として譲与するため、揮発油には、地方揮発油税
も課されています。

　揮発油税と地方揮発油税は、課税物件、課税標
準が同一であることから申告や納税等の面におい
て一つの税のように運用されています。
　ガソリンにかかる揮発油税は、道路整備などの
ための道路特定財源諸税の一つとして長らく続い
てきました。
　「道路特定財源制度」は昭和29（1954）年度に始
まり、自動車の利用者（ガソリン消費者など）が
道路の維持・整備費を負担する、受益者負担（利
益を受ける者が費用を負担する）の考え方に基づ
く税とされてきました。
　道路特定財源となっていたのは、揮発油税のほ
か、石油ガス税などと並び、目的税ではないもの
の実質上道路特定財源として運用されてきた自動
車重量税がありましたが、関係する法律の改正に
よって、平成21（2009）年度から事実上、道路特
定財源は廃止され、揮発油税を含む全てが一般財
源となっています。
　財務省資料によると、平成26年度に徴収された
揮発油税・地方揮発油税は年間２兆７千億円程度
になっています。
　いっぽう、石油石炭税は、平成15（2003）年10月
１日、石油税から改称され、平成24年度税制改正
により、租税特別措置法に「地球温暖化対策のた
めの石油石炭税の税率の特例」が設けられて、平
成24年10月１日から税率の特例が適用されていま
す。
　なお、同税率の特例は段階的に実施されること
とされており、原油・石油製品についての１�当
たりの税率は、平成28年４月１日から、現在の2.54
円を2.8円に引き上げる予定となっています。
　消費税の引上げを控え、ガソリンに対する課税
の今後の動向が注目されます。

（税制委員会：小林秀子、甕秀行グループ稿）

（監修：関東税理士会松本支部）


